
第 1回 厚生労働省 独立行政法人,公益法人等整理合理化委員会
議事次第

日時 :平 成22年9月13日 (月)14:00～ 15: 3́ 0

場所 :厚生労働省17階 専用第 18ん第20会議室

厚生労働省独立行政法人口公益法人等整理合理化委員会開催要綱

厚生労働省所管の独立行政法人の一覧
厚生労働省所管の独立行政法人の沿革      |

厚生労働省所管の独立行政法人の概要
厚生労働省所管独立行政法人の改革案について

厚生労働省所管の特別民間法人等の二覧
厚生労働省所管の特男1民間法人等の概要 i

厚生労働省所管特別民間法人等の改革原案について

所管公益法人及び在籍する厚生労働省OB役 職員め推移
平成22年7月1日現在の所管公益法人

平成22年4月1日現在で厚生労働省OB役 員又は職員が在籍する所
管公益法人

民による公益の増進を目指して (バンフレット)

平成22年4月1日現在の所管公益法人の厚生労働省OB職 員の状況

役員公募要請(6月18日)後の所管法人における対応状況
独立行政法人・公益法人等に関する最近の取組について

所管公益法人への補助金等の支出状況 (平成20年度)
国からの指定等に基づき特定の事務口事業を実施する所管公益法人

優先的な省内事業仕分け対象の候補として選定した94公益法人

厚生労働省所管公益法人(仕分け対象14法人)の改革案について

当面の進め方 (イメTジ )

北沢委員提出資料

1.開 会

2 議 題       ′ |

(1)厚生労働省所管法人の概要と改革の取組状況等について

(2)その他

3 閉 会
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「厚生労働省独立行政法人 ■公益法人等整理合理化委員会」開催要綱

1.趣 豊         | |

行政刷新会議又は厚生労働省においてこれまで実施してきた事業仕分

け等を踏まえ、厚生労働省所管の独立行政法人、特別民間法人及び公益

法人についてヽ業務内容やその実施体制を再点検し、これらの法人の統

合 ・`民営 `地 方移管 ・廃止 含 めた整理合理 の 1容 1方 策を決定す
るため、 1「厚生労働省独立行政法人 ,公益法人等整理合理化委員会」

(以下 「委員会」という。)を 開催する。

′      =  、

2.構 成        |              |  ‐

(1)委 員会の構成員は、別紙のとおりとする。
´
       ‐

ただし、
1必

要に応 じて(構 成員を追加することができるも

(2)委 員会に座長を置き、構成員の互選により選任する。 |

(3)委 員会は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。

3.委 員会における検討事項

(1)所 管独立行政法人(公 益法人等の業務内容や実施体制等の再点

検                           :
(2)所 管独立行政法人、公益法人等の統合 ・民営化 ・地方移管 ・廃  |

止を含めた整理合理化 ｀ |

4.委 員会の運営

:(■ )委 員会は(厚 生労働大臣が関係者の参集を求め、開催する:
(2)委 員会の庶務は、大臣官房大臣政策審議室及び総務課が、関係

部局の協力を得て行う。        ■     ‐  :

(3)1委員会の議事は公開とする:
i(4)こ の要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項

は座長が定める。        |             |



｀
(別紙)

「厚生労働省独立行政法人 口公益‐法人等整理合理化委員会」構成員名簿

有川 博    日 本大学総合科学研究所教授

岩瀬 達 哉  ジ ャニナリス ト 「     ―

大久保 和 孝 公 認会計士

、河北 博 文 1河 北総合病院理事長

北沢 栄 ‐
1 ジ

ャーナリス ト  :

長谷川 裕 子 i日本労働組合総連合会 参 与

松原 聡    東 洋大学経済学部教授‐ ‐

結城
:康

博 ‐ 淑徳大学総合福祉学部准教授

(五十音順(敬 称略)



(独)国立健

康・栄養研
究所

(独)労働安
全衛生総合
研究所

(独)勤労者
退職金共済
機構

(独)高齢t

障害者雇用
支援機構

(独)福祉医
療機構

(独)国立重
度知的障害
者総合施設
のぞみの園

(独)労働政
策研究・研
修機構

国民の健康の保持増進及び栄養に関する研究
※ 現在、(独)労働安全衛生総合研究所及び(独)
医薬基盤研究所との統合に向けて検討中 ‐

労働安全衛生に関する調査研究、労働災害の原
因の調査等           |
※ 現在、(独)国立健康・栄養研究所及び(独)医薬
基盤研究所との統合に向けて検討中

中小企業退職金共済事業の実施
※ 次期臨時国会提出予定の(独)雇用・能力開発
機構の廃止法案成立により、(独)雇用:能力開発機
構から業務を一部移管予定

・高齢者雇用に関する給付金の支給、相談援助
等    ‐
・障害者に係る職業リハビリテ

ージョンの提供
「障害者雇用納付金関係業務等   :
※ 次期臨時国会提出予定の(独)雇用

・能力開発
機構の廃止法案成立により、(独)雇用・能力開発機
構から業務を二部移管予定

:社 会福祉施設、病院等め設置等に必要な資金
の貸付 ‐           i     ‐

・厚生年金や労災年全等の年金受給者に対する
年金受給権を担保とした小日の資金の貸付
・退職手当共済法に基づく退職手当金の支給事
務等

・重度の知的障害者に対する自立のための先導
的かつ総合的な支援の提供|
口知的障害者の支援に関する調査及び研究 等

・労働政策の総合的な調査研究等     ‐
・労働行政職員研修
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平成22年度予算の単位は百万円 ((独)福祉医療機構の平成22年度予算は、基金売却分を除いた額)

役員総数、職員総数は平成22年4月 1日の数
給与水準は、年齢を勘案したラスパイレス指数(平成21年度)とともに、括弧内に年齢・地域・学歴を勘案したラスパイレス指数を記載している。



(独)雇用・能
力開発機構

(独)労働者健
康福祉機構

(独)国立病院
機構

(独)医薬品医

療機器総合機
構

(独)医薬基盤
研究所

(独)年金健康

保険福祉施設
整理機構

年金積立金管
理運用(独)

・離職者等に対する公共職業訓練の実施等

■中小企業の人材確保のための助成金の支給、
雇用管理に関する相談         1    543′ 485
・勤労者財産形成促進業務等 |        (8各 673)
※ 次期臨時国会提出予定の(独)雇用・能力開発   [15,6%]
機構廃止法案成立により、{独)高齢,障害者雇用支
援機構等に業務を一部移管予定    |

・労災医療推進のための事業(労災病院、労災リ
ハビリ施設、労災疾病研究、産業保健推進センター

等)        |     :
・未払賃金立替払事業等 、

・医療の提供

1医 療に関する調査・研究            89島 619
・医療に関する技術者の研修           (48′ 392)
※ {独)日立病院機構の職員の非国家公務員化法  [5.4%]
案を夕期臨時国会に提出予定        |

・医薬品の富1作用等による健康被害の救済     31′ 754

:霞難1乱懸魏   T騒  糧競|

]晰鼈 繹 蝸 l
」年金福祉施設等(社会保険病院口厚生年金病院  103′ 979
を含む3)の譲渡・廃上  .            (0)
・それまでの間の運営・管理  ‐  ヽ       [二 l

2′667

(0)

[=]

平成22年度予算|の単位は百万円
役員総数、職員総数は平成22年4月1日((独)国立病院機構のみ平成22年1月1日)の数               |   ´
給与水準は、年齢を勧案したラスパィレス指数(平成21年度)とともに、括弧内に年齢・地域〕学歴を勘案したラスパイレス指数を記載している。
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(独)国立がん
研究センタニ

(独)国立循環

器病研究セン
ター

(独)国立精
神・神経医療
研究センター

(独)国立国際

医療研究セン

ター

(独)国立成育
医療研究セン
ター

(独)国立長寿
医療研究セン
タニ

・がんその他の悪性新生物に係る医療に関する調
査ミ研究t技術の開発、医療の提供、技術者の研
修

・上記業務に係る成果の普及、政策の提言

・循環器病に係る医療に関する調査、研究、技術
の開発、医療の提供、技術者の研修、

・上記業務に係る成果の普及t政策の提言  |

:精 神,神経疾患等に係る医療に関する調査t研
究、技術の開発、医療の提供t技術者の研修

‐精神保健に関する調査、研究、技術者の研修
・上記業務に係る成果の普及、政策の提言 |

・感染症その他の疾患に係る医療に関する調査、
研究、技術の開発、医療の提供、技術者の研修、

二国際医療協力に関する調査、研究、技術者の研
修            |     :

・上記業務に係る成果の普及、政策の提言

・成育医療に関する調査、研究、技術の開発、医
療の提供、技術者の研修   ‐

・上記業務に係る成果の普及、政策の提言

「長寿医療に関する調査、研究、技術の開発、医
療の提供、技術者の研修

・加齢に伴つて生ずる心身の変化に関する調査、
研究 ヽ

口上記業務に係る成果の普及、政策の提言
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平成22年度予算の単位は百万円  :                  ´                 ヽ

役員総数、職員総数は平成22年4月 1日の数
旧ナショナルセンターである6法人は、平成22年4月に設立された法人であるため、まだ給与水準(ラスパイレス指数)は算出できない。



厚生労働省所管の独立行政法人の沿革 資料2-②

食轟著繁誓稀究所 T~T~ニ
ー
TTT丁|

「磁L)労働安全衛生総合研究所|

昭和17年1月 .
厚生省産業安全研究所

鼈 ,:籍讐異晶星→
試験室   :  研 究所

(独)勤労者退職全共済機構

昭和34年7月

中小企業退職金共済事業団

塵霙無写→
:清酒製造業
退職金共済組合

‐
国立健康・栄養研究所

:栄墓新究所
: 1  1

※ 現在 (ヾ独)労働安全衛生総合研究所及び(独)医薬基盤研究所との
統合に向けて検討中  :|            .

撃
総合研究所        ‐

(独)産業医学
総合研究所

平成18年4月          |
(独)労働安全衛生総合研究所
※ 現在t(独)国立健康・栄養研究所及び

(独)医薬基盤研究所との統合に向けて
検討中             '

躙 ‐
退職金共済機構

:平成15年10月     .

(独)勤労者退職金共済機構

平成15年10月
(独)高齢口障害者雇用支援機構     ｀ 1

※ 次期臨時国会提出予定の(独)雇用・能力開発機構の
廃上法案成立により、(独)雇用口能力1開発機構から :
業務を一部移管予定

:清酒製造業
退職金共済組合

退職金共済組合

(独)高齢,障害者雇用支援機構

昭和53年9月

(財)高年齢者雇用開発協会

鰈 角促進協会'→ 燿暑提彰稀讐喜薯雇用



(独)福祉医療機構

昭和46年 1月

昭和29年4月

(特)社会福祉事業
振興会

昭和35年7月

医療金融公庫

(独)国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

昭禾口60年1月

                                   機 轟社会福祉,医療
事業団

平成15年10月      |
(独)国立重度知的障害者総合施設のぞみの園(特)心身障害者福祉協会

(独)労働政策研究・研修機構

昭和39年6月

労働省労働研修所

昭和33年9月

(特)日本労働協会

(独)労働者健康福祉機構 T部 移管

昭和32年7月

労働福祉事業団

(独)国立病‐院機構

平成16年3月     l  i
(独)雇用口能力開発機構
※ 次期臨時国会提出予定の(独)雇用口能力開発

機構の廃止法案成立により、(独)高齢・障害者
1雇用支援機構に業務を一部移管予定

康名施轟   ‐

平成16年4月    ‐
(独)国立病院機構
※ (独)国立病院機構の職員の非国家公務員化
法案を次期臨時国会に提出予定

昭和20年12月

厚生省国立病院

1辟喬?彎
(特)日本労働研究機構

(独)雇用・能力開発機構   |      ‐

寵霧蹴轟墓鍵ξ響朧翼団‐

国立療養所



'0日)医薬品医療機器総合機構

留躍嚢築鷺角→1印詈暴鴇梶角,
被害救済基金・   被 害救済・研究振興

基金

昭和60年6月

(財)医療機器センタ〒

靡 薬基盤研究所|

(独)年金,健康保険福祉施設整理機構

年金積立金管理運用(独)

、昭和36年 11月

年金福祉事業団

「旧ナショナルセンタ■|

平成6年 4月

(認)医薬品副作用
被害救済・研究振興
調査機構

平成16年4月

(独)医薬品・医療機器総合機構

平成9年7月  |

国立医薬品食品衛生研究所

=部 移管

平成17年4月    1
(独)医薬基盤研究所     ‐     i
※ 現在、(独)国立健康・栄養研究所及び(独)

震欝華
全
7牛総合TttTと

の誓拿|こ甲け下
‐

平成17年10月
(独)年金二健康保険福祉施設整理機構
※
‐
(独)年金‐健康保険福祉施設整理機構法の

一部を改正する法律(平成22年法律第48号)
において、設立後7年を経過した日(平成24年
.10月1日)に解散    ‐      ,

平成22年4月
(独)、国立がん研究センター

(独)国立循環器病研究センター

(独)国立精神口神経医療研究センタニ

(独)国立国際医療研究センタニ

(独)日立成育医療研究センタ■
(独)国立長寿医療研究センタ■ ‐

一部移管

置壁著瞥ピ愁臭差研麦所
~T・三二響黎賞)

基基~勁 眸4月
年金積立金管理運用(独)

昭和37年

昭和52年
昭和61年
平成5年
平成14年
平成16年

↓↓↓↓↓↓



資料4To

厚生労働省所
:管

の独立行政法人の概要



独立行政法人国立健康・栄養研究所の概要

1.沿 革      |
大正 9年 9月 栄養研究所の設立
昭和13年1月 厚生省創設に伴い、所管が内務省から厚生省に移管

22年 5月 日立栄養研究所に改称 |

1    20年 3月 新宿区戸山町(旧陸軍軍医学校庁舎)に移転
平成元年10月 国立健康・栄養研究所に改称

1   4年 10月:厚生省戸山研究庁舎へ移転
1   13年 4月 独立行政法人化          |

1‐3年4月 非特定独立行政法人化  ■  「

2.所在地 新宿区戸山1-23-1

31人  員  48名 (平成22年 4月1日現在)
O役  員   4名 (理事長、理事t監事(非常勤)) ● I
O常 勤職員 44名               |

4.予  算  730百 万円(平成22年度運営費交付金).

務  ‐ |       :    「 :           |~
国民の健康の保持及び増進に関する調査及び研究を行うこと。      |  :  |
国民の栄養その他国民の食生活の調査及び研究を行うこと。    :          1   1
食品について栄養生理学上の試験を行うこと。       |                 ‐
上記に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。                    ,
健康増進法第10条第2項の規定に基づき、国民健康・栄養調査の実施 に関する事務を行うこと。   1
健康増進法第26条第3項(‐同法第29条第2項において準用する場合 を含む:.)の規定に基づき、同法第26条.

第1項の規定による許可又は同1法第29条第1項の規定による承認を行うについて必要な試験を行うこと。
健康増進法第27条第5項(同法第20条第2項及び第32条第ご項に おぃて準用する場合を含む。)の規定によ
り収去された食品の試験を行うこと。               |   _´ |

業

０

０

０

０

０

０

　

０

５



■独立行政法人労働安全衛生総合研究所の概要

:≪発 足 ≫

平成18年4月 1日に (独)産業安全研究所と (独)産業医学総合研究所が統合して設立

(独)産業安全研究所はt昭和17年に厚生省産業安全研究所として設立 :    |
.(独

)産業医学総合研究所は、昭和24年に労働省けい肺試験室として設立    |

≪所在地≫  |    ● :.: ■
‐ ´

東京都清瀬市 (本部)1神 奈川県川崎市 (登声地区)  .      :     ‐

《規 模≫‐ 1   1 ●  :  |
1 役  員  o人

.(理
事長 1人、理事 2人ヽ監事 2人 (うち1人は非常勤))

職 員  ,107人 (平成22年4月1日現在) |   |       ・

≪予 算 ≫  | ―   ‐   ‐    |   .:

平成22年度予算■ 2,301百 万円
:(う

ち国費 2,306百 万円)

≪業 務 ≫

1 1 事 業場における災害の防止並びに労働者の健:康増‐進及び職業性疾病に関する総合
的な調査及び研究の実施‐     ■ ‐ ‐    1          ‐

2 労 働安全衛生法に基づく現場べの立入権限を有する労働災害の調査等の実施



独 立 行 政 法 人 勤 労 者 退 職 金 共 済 機 構 の 概 要

1.法 人の概要

所  在  地

設 立 年 月 日

役 職 員 数

設 立 経 緯

東京都港区芝公園1丁 目7番6号

平成15年 10月 ヽ日

262名 (役員7名 (理事長1名t理事4名 、監事2名 (うち1名は非常勤))、職員255名 )(平 成22年 4月 1日現在)
※現在、役員に厚生労働省OBは いない。(公募により選任された国土交通省OBが 1名いる。)

昭和34年 7月 1日 中小企業退職金共済事業団設立。  ‐        「 ・ 1      1 1 1
昭和39年10月15日 建設業退職金共済事業を開始することに伴い、建設業退職金共済組合設立。         ■

躍期よ雲讀:員 1目 逗璽:嘗1澄電製籠菖露雪君鷲纂熙茫亀理曇こ
とに1眸い、清,酉製造業退職̀鐘共済髯豊合設立。

1退職金共済組合を統合して建設業口清酒製造業退職金ホ済
:        組 合を設立。  ^  ‐                          ‐

昭禾口57年 1月 1日 林業退職全共済事業を開始することに伴いt建設業・清酒製造業退職金共済組合を建設業:清酒製
|‐      造 業・林業退職金共済組合に変更:1                    ・

平成10年 4月 1日 :中小企業退職金共済事業団と建設業・清酒製造業・林業退職金共済組合を統合して勤労者退職金

平成15年10月 1白 す著翌宥護蜃貸翫労者退職金共済機構に移行。■       ‐   1

設 立 目 的 中小企業退職金共済法の規定による中小企業退職金共済制度の運営を行うことを目的として設置。

2.業 務の概要

:(1)‐般の中小企業退職金共済制度の運営       1‐                ■
※丁般の中小企業退職金共済制度とはt中小企業の従業員(原則として期間雇用者等を除く全従業員)、を対象とし、事業主が金融機関を通じて
毎月■定の掛金を納付すると、従業員が退職したときに、機構から直接当該従業員に退職金が給付される仕組みである.。

(2)特定業種退職金共済制度の運営            「     :       「
※特定業種退職金共済制度とは、特定業種(厚生労働大臣が指定:現在、建設業|:清酒製造業、林業の二業種)|二おいて期FHq雇用される従業員
を対象とし、現場で働く期間雇用者が所持する共済手帳に事業主が雇用日数に応じ共済証紙(日額:建設業310円、清酒製造業300円、林業4
6o円)を貼付し、当該労働者が業界で働くことをやめたときに、機構から直接当該労働者に退職金が支給される仕組みで:あ

る。|´ ‐



1発  足

2規

3所 在

4^組

模

．
地
●
織

平成 15年 10月 1日に日本障害者雇用促進協会より独法化
((財)高年齢者雇用‐開発協会の業務の一部を移管)

役員 7名 (うち―非常勤1名)

東京都港区:(主たる事務所)

職員 716名 (平成22年 4月 1日現在)

本部、広域障害者職業センタニ (2か所)
地域障害者職業センター (47か 所)

5 業 務概要 ‐(1)‐高年齢者の雇用支援に関する.業務         :
・    ‐ ① 定 年引上げ等を支援するための給付金の支給     :

. :② :高年齢者の雇用に伴う人事管理制度の見直し等、事業主に対する援助

|    (2)障 害者の雇用支援に関する業務             |
‐     ①  障 害者職業センタ■による職業リバビリテ‐シヨン (職業評価t■

1 11職 業指導:職 業準備支援)の 技法開発・実施
l ② 障 害者職業能力開発校の運営

. :      ③  障 害者雇用納付金の徴収及び調整金田報奨金、助成金の支給
‐        ④  障 害者雇用に関する相談援助、アビリンピラタの開催等

6,平 成22年 度予算  i  l l          l         ―

■  11  ‐ 国からの財政支出額 318.6億円               |



(独)福 祉医療機構の概要

目 的    社 会福祉事業施設及び病院、診療所等の設置等に必要な資金の融通並びにこれらの施設に関

する経営指導、社会福祉事業に関する必要な即成、社会福祉施設職員等退聯千当碁済市!度の運
営、l出身障害者扶養保険事業等を行いてもうて福祉の増進並びに医療の普及及び向上を図るこ
とを目的とする。 |    ‐
また、厚生年金保険制度、国民年金制度及び労働者災害補償保険制度に基づき支給される年

金たる給付の受給権を担保として小□の資金の貸付けを行うことを目的とする。      1

立  平 成 15年 ,10月 1日

所在地  法 人本部 :東京都港区  大 阪支店 :大阪市中央区    ―          ,   1

役職員数 役 員 :6名 (うち常勤5名)1 職員 :279名 (うち常勤257名 ):来 平成22年 4月1日現在

予算額  38,398百 万円 ※平成22年度国からの財政支出                     |

設

主な事業の概要
・福祉貸付事業

0医療貸付事業 |

0退職手当共済事業

,年金担保貸付事業  |

・労災年金担保貸付事業

社会福祉事業施設を設置する場合等に必要な資金を融資する事業  |

病院t介 護者人保健施設及び診療所等を設置する場合等に必要な資金を融資する事業

社会福祉施設の職員等が退職した場合に、退職手当金を支給する事業 i  :

厚生年金等の年金受給者に対し、
融資する事業

年金受給権を担保にした.生業資金等の小□資金を

労災年金受給者に対し、年金受給権を担保にした生業資金等の小□資金を融資する事業



独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の概要

1.発 足

2.目 的

平成15年 10月1日 1独立行政法人化       ‐     :
1 第1期  平 成15年 10月 1日 ん 平成20年 3月31日

´

● 第2期  平 成20年 4月 1日 ～ 平成25年 3月31日   : 1 ‐      1

. . ` . …… … … 1 1 . . …… … … … … … … … … … … … ・・・… … … ・・・・… … … … … … … … … ・・: ・・: . . . . . ●: … … ●、
「
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1・・・・・・・・●●●●●・・,・・′・・・・・・1・

・・・・・・・・・・・・・・・・●●●● ●・・・・・・ ・・・・・・・1・・・・・・・・・・・・・・:・
・・ ・・・・・・・・:・・:・・・・・・

                                                                                                                                :

重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支援の提 :
供、知的障害者の支援に関する調査及び研究等を行うことによりt知的障 :
害者の福祉の向上を図る(のぞみの車法第3条)|  |    |   :

群馬県高崎市寺尾町2120■ 2

法人事務局(2部)t総合施設(4部)、診療所

261人 (役員5人、職員256人 )H2214.1´ 現在

(1)重 度の知的障害者に対する自立のための総合施設の設置・運営

(2)知 的障害者の自立と社会参加に関する調査、,研究及び情報提供
(3)知 的障害者の支援業務に従事する者の養成及び研修
(4)障 害者支援施設の求めに応した援助及び助言
(5):附帯業務    ■          _ ‐   i

l診療所、ケアホーム、地域相談支援センタニの設置・運営など

３

４

５

６

所在地

組 織 |

役職員数

事業の概要



労働政策研究1研修機構(■LP丁)の概要

目

法人の概要

的  内 外の労働問題や労働政策について、総合的な調査研究等を行うとともに、その成果を活用した行政

職員等に対する研修を実施することにより、労働政策の立案や労働政策の効果的で効率的な推進に

寄与し、労働者福祉の増進と経済の発展に資すること。

設 立 年 次

所 ‐在 地

理 事 長

役 職 員 数

平成15年10月      ‐

※日本労働研究機構(特殊法人)及び労働研修所(厚生労働省の施設等機関)を整理・統合して発足。

法人本部 ・労働政策研究所:東京都練馬区上右神井        :

労働大学校:埼玉県朝霞市       ■

稲上 毅(東京大学名誉教授t前法政大学経営学部教授)  .

123人(役員5人 :理事長、曇義:監事2そうちiはリト常勤)、職貴118人)1      1 1

※平成21年10月に理事を1人削減の上、厚生労働省OBが就いていた理事1及び非常勤監事1は公募。現在、厚生労働省OBの
、   .    役 員は、公募による1人のみ。

予 算 ‐額  28億 円(平成22年度国からの財政支出)

業務の概要

○労働政策の総合的な調査研究    ―           : |       |        ‐   ―

・1労働行政分野の政策課題で雇用:労働条件:人材育成t労使関係等)にもぃそt厚生1労働省の指示・要請に基づきt体
系的・継続的な研究を実施しt政策め企画日立案をサポT卜:            ri

l   ※ 労働政策は、労使当事者が参カロした労働政策審議会|=おける審議を経て立案bその土台となる調査研究は、公平性,中立性が求められるた
め、労使が参画した公共機関において実施することが必要。 .    :        |      |             ′

○労働行政職員研修

第■線の労働行政職員(′、甲■ワ■クt労働基準監督署等)を対象に、■般研修‐専門研修口管理監督者研修を実施6

糞露督朧       1菖1'ごЪ異撃晨纂窪詈琴言三耳siFttltll「f携il,|:TII集1轟修今?「腎::Ⅲrl渾:て吸い上げた現場の問題意識の研究、の反映が図られ、相乗効果を上



躍
　
一鐵

り
　
一機
　

機

独立行政法人雇用 0能力開発機構の概要

沿革● 1組織

発足   :

役職員数

所在地

組織

予算 国からの財政支出額  1059.3億 円(H21)● 846.7億円(H22)

運営費交付金 729.6億円(H21)→ 619.5億円(H22)

施設整備費等補助金  17.2億 円(H21)→ 12,0億円(H22)

その他の補助金等   312.5億 円(H21)→ 215.3億円(H22)

撃1葉1機1妻

艘 能力開発に関する業務   ■
日離職者「在職者:学卒者に対する公共職業訓練の実施、事業主等の行う職業訓練の援助等

響

惨
　
　
り

雇用開発に関する業務
:中小企業の雇用創出、人材確保等のための助成金の支給、雇用管理に関する相談等

勤労者財産形成促進に関する業務

鋤  ~~ に
製経尋与:姜をお嵩お管通瑾基皇基‐「雇用促進住宅を譲渡文は廃止する業務並u

平成16年 3月1日、特殊法人雇用・能力開発機構より独立行政法人化

役員6名(理事長t理事3名、監事2名)(平成22年4月 1日現在)

職員3,588名(平成22年4月 1日現在) ●
‐

神奈川県横浜市(本部) .

本部(8部1室)t職業能力開発施設等(73所)



独立行政法人 労働者健康福祉機構の概要

法人概要

°
 弔千暴塞施設、健康診嘉施設農ふ労高喜あ纏ま|三由与る楽轟を行ら喜に嘉してふ修、繕睾晨あ縫棋、相象をあ花あ長島甚暮

うための施設の設置及び運営等を行うことにょり労働者の業務上の負傷又は疾病に関する療養の向上及び労働者の健康
の保持増進に関する措置め適切かつ有効な実施を歯るとともにt未払賃金の立替払事業等を行い、もって労働者の福祉

|の増進に寄与することを目的とする。

○ 設 立                    ‐    :1  1   1
■  平 成16年4月1日に労働福祉事業団から独法化  ※ 特殊法人労働福祉事業団(昭和32年7月1日設立)

○ 役 職員数                                         :     、
1 役 員 7名 (理事長1名、理事4名、監事2名 (うち1名は非常勤))    |      :           1
‐

職員 14,251名 (平成22年4月1日現在) 【 労災病院職員 (13,560名):そ の他職員 (691名)】

○ 予 算額 ‐:         、

平成22年度事業予算3:145億円 (うち国の財政支出310億円 (国費割合9.9%))            :

※労災病院については自己収入(医業収入)で 運営されており、国費は投入されていない。

業務概要
○ 労 災医療推進のための事業 i  :
i   労 災病院グル■プを核としたネットワータにより、労災疾病等に関する予防から治療、リハビリ、「職場復帰に至る■

貫した高度1専門的医療の提供、労災疾病等に関する研究、職域関係者 (産業崖等).に対する産業保健活動等を推進

OI未 払賃金立替払事業  |                                     _
企業倒産により賃金未払のまま退職した労働者に対して、 「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、未払賃金

の二部を立替払するもの。  1                              1

0 そ め他                                                |

‐労働安全衛生融資、在宅介護住宅購入資金の草付等に係る貸付債権の管理、回収 (経過業務)等  :



独立行政法人国立病院機構の概要

1.設 立  |

8通 竪魃 呈鳥院機構)去(平成14年法律第191
号)を 根拠法として設立された特定独立行政法人

2。機構の行う業務

① 医療を提供すること
②医療に関する調査及び研究を行うこと|  |
③医療に関する技術者の研修を行うこと
④́上記に付帯する業務を行うこと        |

3.1組織の規模 (平成22年4月1日現0
病院数  :144病 院  1     l  J
運営病床数::52,742床 (全国シェア3.5%)

二般病床 療養病床 結核病床 精神病床 惑染症病床 計

45,923 12C 2,444 4,222 33 52,742

臨床研究センタ=:10病 院
臨床研究部   :62病 院
附属看護師等養成所       |

‐ 看護師課程    ::42校
1 助 産師課程  :   ': 5校

リハビリテーション学院 : 1校

国立病院機構の理念
,私たち国立病院機構は
,国民二人ひとりの健康と我が国の医療の向上のために
たゆまぬ意識改革を行い、健全な経営のもとに

患者の目線に立つて懇切丁寧に医療を提供し    |
質の高い臨床研究、教育研修の推進につとめます

4。憲理製政 (平成21年度実績)
入院患者数 (1甲平均)44,278木  _
外来患者数 (1日平均)47,921人

5。役職員数 (常勤)    ′   」 11

役員数7人 (平成22年 4月1日現在)

職員数 51_,058人 (平成22年 1月1日現在)
※医師5千人、看護師32千人、その他14千人  .  ‐
【着護職の副院長を5病院に設置】

6。
‐
財務

各病院が自己の診療収入により収支相償を目指してい散す:
平成21年度は、

‐
国立病院機構全体で純利益348億 円 .(総収

支率104:4%)、経常利益388億円 (経常収支率104.9%)
であり、5期連続の黒字経営及び6期連続の経常収支プラスを
達成しています。′

また、個々の病院においても、法人発足時の平成16年度決

電鼻彗霜怪話 震蠅 頃璽編鯰 躙 鳥浪'こ
減少 し、収支改善が進んでいます。   .   :
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独立行政法人医薬品医療機器総合機構の概
‐
要

1.法 人の概要

(1)目 的          .               11 ■     1

医薬品の副作用又は生物由来製品を介した感染等による健康被害の迅速な救済を図り、並びに医薬品

の品質、有効性及び安全性の向上に資する審査等の業務を行い、もつて国民保健の向上に資することも

(2)設 立年月日 平 成16年 4月 1日,   ,     ‐
※国立医薬品食品研究所医薬品医療機器審査センター及び (認)医 薬品副作用被害救済 :研究振興調査機構の業務、
(財)医 療機器審査センタ■の一部業務を統合

(3)所 在地 東京都千代田区          :

(4)律 職員数 役員数6人 (うちリト常勤肇事1本含む)t職員数599人 (平成22年 4月 1日現在)

(5)平 成22年 度予算額 317: 5億 円 (うち国庫負担 13: 3億 円)  `|      ■

2.業 務概要

(1)医 薬品等の副作用 ・感染に,よる健康被害の救済

① 医療費、障害年金、遺族二時金等の支給
② 特定C型肝炎感染被害者への給付金の支給 |      ‐

l③ スモン、IHIVの 被害者への健康管理手当等の支給 、

(2)医 薬品 .医療機器の承認審査

① 治験相談・申請前相談
② 有効性・安全性の審査‐

‐
③ 承認申請資料の信頼性調査、GLP・ GCP,CMPへ の適合性調査

(3)医 薬品 ・医療機器の安全対策 | ｀
l  ① 安全性情報の下元的収集・デTタベース化 ,  ‐     ‐

② 安全性情報の科学的評価分析・調査検討         |   ‐
③ 情報の提供口消費者くすり相談 :          :



独立行政法人医薬基盤研究所|の概要  ‐  ‐

1.沿  革  ́   ‐   |   ‐                |
附属研究機関の再編強化を行うこととしt少子高齢化の中で新たに求められる画期的な創薬の開発に資

する研究所をt日立医薬品食品衛生研究所大阪支所を母体とし、国立医薬品食品衛生研究所薬用植物栽

培試験場及び国立感染症研究所筑波医学実験用霊長類センタ■を統合してできたものである:     :
そして、効率的な運営を行う為、組織形態として、独立行政法人の形態をとったこの研究所がt独立行政_

法人医薬基盤研究所法(平成16年第110回通常国会)をもちて設立されることが決まり、平成1フ年4月1日
、に正式に発足するに至つた:        1 1                  1    1

2.所在地 大阪府茨本市彩都あさぎ7丁目6番8号          1            ‐

0.人  員  86名
｀
(平成22年4月1日現在)                    |

.    0役   員  4名 (理事長(常勤)、理事、監事2(非常勤))|  :       )

: 0常 勤職員 82名 (事務職 28名 研究職 47名 技術専門職 7名)

4.予  算  10,317百 万円      ‐

務      :  |      ● ::     :

医薬品及び医療機器等並びに薬用植物その他の生物資源の開発に資することとなる共通的な研究を

行い、|その成果を普及すること。                        ,
0基 礎的研究を他に委託して行い|その成果を普及すること。

0試 験研究を政府等黙外の者il委話して行い そヽ
         た 関する臭務暮暮う独圭暮最ユ0政 府等以外の者:三対しヽ 試験研究を国の試験研:

人と共同して行うここについてのぁっせんすること8   ■         ′   l
O海 外から研究者を招へいすること。

`‐ ‐
0医 薬品技術及び医療機器等技術に関する情報を収集し、整理し、提供及び調査すること3  ‐

5L業

0



独立行政法1人年金||1健康保:険福祉施1設整理1機構の概
‐
要|■|■

1概 要

(1)沐本の名称   独 立待政法1人年金,健康保晨福証施設整連機構(以下「機構」という:)

(2)法人の目的 1         '.           1          1

機構は、1日厚生年金保険法第79条、旧国民年金法第74条の年金福祉施設及び健康保険法第150条第1項又は第2項の事業の用に供していた政府管掌の
健康保険施設(以下「年金福祉施設等」という。)の譲渡又|よ廃止等の業務を行うことにより、年金福祉施設等の整理を図り、もって厚生年金保険事業、国民年
金ヽ事業及び全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の適切な財政運営に資することを目的とする。          :

(3)役.員 理事長1人、理事1人 (非常勤)、監事2人 (非常勤)を置く。

(4)役職員の身分  非 公務員とする。ただしt律職員に守秘義務を課すとともに、刑法等の罰則の適用については公務員とみなす。

(5)法人の業務  口 年金福祉施設等の譲渡又は廃止を行うことご              .    1
・ ‐ 年金福祉施設等の譲渡又は廃止を行うまでの間、年金福祉施設等の運営及び管理を行うこと。 1 1

口上記業務に附帯する業務を行うこと。́
'      、

  | ‐               ・

(6)法人の運営費 法 人の運営費は、全て年金積祉施設等の譲渡により生じる収益により賄う。       |    ■

(7)国庫納付金  毎 事業年度、年金福祉施設等の譲渡により生じた収入から、事業運営に必要な経費を控除した残余の額を、国の特別
会́計に納付する。   ｀          , 1                       1‐

(3)機構の解散  機 構は1設立後5年を経過した白に解散することとし、その資産及び債務は、
1解

散の時において国が承継する。
※平成22年8月に成立した「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律」(平成22年法律第4色号)において、設立後7年を
1経過した日(平成24年10月1日)に解散することとなつた。                      、  「       . :

(9)設立年月日 平 成17年lo月1日  ‐               .     : |

2 の整1理1合理化の1概念図

旧社会保険庁

地方1自治体1民間等:

独立行政法人年全・健康
保険福祉施設整理機構



〇 事 業の目的 厚 生労働大臣から寄託された年金積立金の管理及び運用を行うと
' と もに、その収益を国庫納付することにより、厚生年金保険事業

■      及 び国民年金事業の運営の安定に資する。       ●

○ 設 立年月:日́ 平成 18年 4月 1日       |  |   : :

○ 役 職員  ´ 理事長、理事 1名、ヽ監事2名、職員75名 (平成22年4月).|

○ 事 業の概要 厚 生労働大臣から寄託を受けた年金積立金の管理 ,運用等

〇
｀
運用方法  民 間運用機関i(信託銀行及び投資顧間会社)に 運用を1委託してい`

ほか、国内債券の二部を自家運用している。    1 1■ :|

o 運 用委員会 ・中期計画及び業務方法書の審議二法人が行う年全積立金の管理
' 運 用業務の実施状況の監視等を任務とする|      _

|  :委 員は、‐経済1金融の専門家1等の学識経験者から厚生労働大臣
‐i    ‐ が任命 ヽ



厚生年金二国民年金の積立金運用について |

<運 用の基本的考え方>     1    1  ●        :

◇ 厚生年金保険法及び国民年金法等に基づき、長期的な観点から、安全かつ効率的に運用。

◇ 「国内債券中心」、「インデックス運用を中心」、「ポ■トフォリオ全体のリスクを抑制」などの

考え方により、運用。      i

口年金積立金全体 約128兆円:(平成21年度末)

・国内債券、約7割 (内外の債券では、約8割)。

・賃金に対する実質的な運用利回りの確保。

・専門性の徹底及び責任の明確化を図りt運用に

特イヒした独立行政法人において運用8:

く年金積立金全体の運用実績>
・13年

1度
(自主運用開始)～21年度の累積収益額

:約23兆円(平均収益率 : 118%)

<運 用の仕組み>

年金制度の設計

年金財政の検証

中期目標:II書三≡ID
蓄評仰く JIデく レ

改ざ
1 ~ ~ ~ ~ ~ ~口 7 ~ T T ~‐ 7 ~ ~■

1 理 事長

株 式等の投資割合決 定

○運用受託機関の管理

○インハウス運用の実施

Ｌ／一ヽ
(運用受託機関)信託銀行1投資顧間会社(77フデンド)

<基 本ポートフォリオ>
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創  設 :昭 和37年 1月1日

所 在 地:東 京都中央区築地(中央病院)、   一
千葉県柏市(東病院)

主な組織:研 究所、中央病院:東病院、
がん予防・検診研究センターtがん対策情報センタT

役職員数:1′444名(平成22年4月1自現在常勤職員)
病 床 数 :600床 (中央病院)、425床、(東病院)

我が国のがん対策の中核的機関として、がんその他

の悪性新生物についての調査、研究、医療技術の開
発、医療の提供及び医療従事者の研修等を行う。

｀

(独)国立がん研究センタニ

○質の高い医療の提供
・年1間助000件の手術、1日約120人の通院化学療法を実施(中央)
J陽 子線治療等先進医療の提供と併せ、モデル的緩和ケアを提供(東)

○がんの原因日本態解明、革新的な検診法や診断L治療技術の開発t
がん医療の均てん化、がん情報の提供     |
・原因日本態解明を通じた予防法や高度先駆的な検診・診療技術の開発
・多施設共同臨床研究によるがん医療の標準化
・がん医療やがん登録など専門情報等の提供や研修等による人材育成



(独)国立循環器病研究センタ■

我が国の脳卒中t心臓病等の循環器病対策の中核的機関
として、循環器病についての調査、研究、医療技術の開発、
医療の提供及び医療従事者の研修等を行う。

○最新・最善の医療の提供
・年間約3′000件の重症循環器病救急搬送を受け入れ
・国内心移植48例のうちt22例を実施    :
・脳梗塞に対する超急性期血栓溶解療法(tPA静注療法)を年間50例以上実施

0先 端医療技術の開発と普及
・在宅型体内埋め込み型人工心臓・次世代型呼吸補助装置の開発
・世界に先駆けて発見した生理活性ペプチド、タンパク質を診断・治

療́の開発へ応用
・1,400名́以上の若手医師を育成、84カ国から900名以上の外国人
研修生を受け入れ



(独).国立精神・神経医療研究センター

昭和61年 10月 1日

東京都小平市

神経研究所、1精神保健研究所t病院

:::i具
1干腎

22年
1月

1日現在1韓勤職
号

)

我が国の精神Ъ神経疾患対策の中核的機関として、精神・神経
疾患等についての調査、研究、医療技術の開発、医療の提供及
び医療従事者の研修等を行う。

沿革・組織

○脳とこころと身体の健全な統合を目指す医療の実践
・1日平均400名以上の精神・ネ申経外来患者を受け入れ
・1万以上の筋検体を保存する、筋ジストロフィー確定診断の中核施設
・パTキ ンソン病、筋ジス、難治性てんかん等神経難病、うつ病等難治性精神
_疾患に対する内科的、外科的治療の実施

〇世界唯―の「精神・神経センター」として、統合的な
・神経科学研究を実施

・多発性硬化症に対する画期的治療薬の開発
・筋ジストロフィーに対する遺伝子治療の推進
・自殺対策の研修及び情報提供、自殺の危険 因子の解明



主な組織 :

設

地在

創

所

数

数順
床

役
病

独)日立国際医療研究センタ‐

平成5年10月1日

東京都新宿区(病院)
千葉県市川市(国府台病院)_i
研究所、病院、国府台病院、国際医療協力部、

国立看護大学校        ‐
1′523名(平成22年4月1日現在常勤職員)
885床(病院)、622床(国府台病院)

沿革 ・組織

我が国の医療分野における国際貢献の中核的機関として、感染症そ
｀
の他の疾患についての調査、研究、医療技術の開発、医療の提供及

・`
甲

び医療従事者の研修等を行う。

○高度総合専門医療の提供  ヽ 姉 築差

・1日約1′600名の外来患者の受け入れ、年間約 11′000件の手術の実施(戸山)
・月平均約1′ooO名のエイズ外来患者の受け入れ(戸山)
・児童精神科のほか、肝炎,免疫研究センタニを整備し、専門医療を提供(国府台)

○国際医療協力の実践、研究の実施
二途上国へ年間約200名の専門家派遣、約300名の研修生受け入れ ´
・海外拠点との共同研究により、鳥インフルエンザ迅速診断キットを開発
・ウイルス肝炎治療の有効性を治療前遺伝子診断で判定

′

・2型糖尿病関連遺伝子の同
'定



(1独)国立成育医療研究センタ■
沿革・組織:

平成14年 3月 1日

東京都世田谷区  、
研究所、病院、臨床研究センター

805名(平成22年4月1自現在常勤職員)
460床

我が国の成育医療の中核的機関として、小児医療、母性医療、父性
医療及び関連口境界領域を包括する成育医療についての調査、研究、
医療技術の開発、医療の提供及び医療従事者の研修等を行う:

○成育医療における高度先駆的医療やモデル医療の提供
・年間1′600件以上の分娩、年間約Q300件の小児手術を実
・小児ICU等を活用した24時間365日体制の重症小児救急

搬送の受け入れ
・虐待等を含めた小児のこころのケア

○成育医療を発展させる丁R等の研究の推進 :
・超音波や胎児内視鏡を用いた胎児医療の実施
・免疫異常等小児難病に対する遺伝子治療の開発

… iPS細 胞、ES細 胞を用いた再生医療の推進
・妊娠と薬の情報提供や子どもの事故防止プログラムの提供



沿革・組織

(独)国立長寿医療研究センタニ

平成16年3月1

愛知県大府市
研究所、病院 `

4oL名(平成22年4月1日現在常勤職員)

402床

我が国の長寿医療の中核的機関として、加齢に伴つて生じる心

身の変化に起因する疾患であつて、高齢者が自立した日常生活

を営:むために特に治療を必要とするものに関する調査、研究、医
療技術の開発t医療の提供及び医療従事者の研修等を行う。

○高齢者疾患の包括的・全人的医療の提供
・高齢者の生活の質を向上に向けた医療の提供
・地域の保健,医療・福祉と連携した在宅医療モデルの開発口提供
口認知症の早期診断法の開発等の先駆的医療の提供

ン
○老化の制御と老年病克服のための新しい医療の発展の普及に尽力
・認知症、骨粗霧症の病態解明と新規治療法の開発
・再生医療による革新的歯科治療技術の開発    、 _
・全国の医師に研修を実施、年間約300名 の「認知症サポニト医」を養成



厚生労働省所管独立行政法人の改革案について 資料2■④

0.厚 生労′働省においては、省内事業仕分け室を設置しt厚生労働省が自ら改革を実施するため、恒常的な事業として、所管の独立行政法人の
1事業などの在り方にっいて、公開の場で、外部の民間有識者による省内事業仕分けを実施。(平成22年4月～5月)        1
0そ の結果や行政刷新会議WGの 仕分け結果をもとに、法人運営の効率化‐等の実現を図る改革案を今般、決定し          ,

○ 本資料は、各法人の改革案を■覧できるよう、ヒトロモノ|カネの観点でとりまとめたものであり、今後、予算編成過程で更なる削減に努力する。
※ なお、資産の削減額は簿価額等を記載したものであり、実際の売却額と異なる場合があるしまた、端数処理により計数が一致しない場合がある。

*削減額硝1減幅は、原則、平成22年度と平成23年度との差額による。【 】は、政権交代後の実績。純減幅とはt国からの財政支出そのものの削減幅をいう。

削減数 削減幅 削 減 額

▲18万 円

※公用車―

予算額

8.し億円
(H21)

↓
8.4億円

(H22)

うち国からの

財政支出

7.9億円(H21)

↓
7.4億円(H22)

↓▲0.37億円
7.0億円篠)
※他の研究開発型の独
立行政法人との統合時
は、66億 円

32.フ億円(H21)

↓ `
1514億円(H22)

↓▲a46億円
1 4 9億 円 ( H 2 3 )

※ このほか、事業主
への掛金助成分(74.5

億円)がある。

削減幅 (法人あて)

2号8(鱗 ) 2界'ぞ縫,

同左

同 左

総
　
ヽ
１
リ

労
合
ｒ
ｌ
し

国立健康・栄養研
究所

■0人
_(職員▲ゝヽ ユZI洒A¨ 二1_1‐)

b管 理部門比率
~

16%(H22)→ 13%(H23)

国家公務員 1      役 員:1/5人中(H21)→0/5(H22)
OBへ の対応 1     職 員:0/111本中(H21)→0/107(H22)

AllA___===______――――――――――――= ‐̈==___………Ⅲ…
…Cは lA・―中―L=__lL』乙■〉fユニ_1__.___11~…………l_

_(職員▲o人1_■=_二 =コ野→4コ 専捌 D_=二)

国家公議員 1役員:4/ラ本中(H2221(↑ 募)/7(白22)→次期改選時(23年9月)に公募
OB人 の対応 1        職 員:0/257人中(H21)→0/255(H22)

28.1億円  27.8億 円(H21)
(H21)↓

↓     23.1億 円(H22)
23.5億円  ↓ ▲0.47億円

(H22)22.6億円
.        (H23)

▲5.00/o     Al10/0

(▲0.37  (▲ 0.9億

億円)   円 )

▲2.00/ol    A 18.70/o

(▲0.47 =(▲ 5.2億

億 円)1  円 )

▲3.0%    ▲54.50/c

(▲0.46 (▲ 17.8億

億円)   円 )

勤労者退職金共
済機構

〔緊・Eよ―〕

▲1.6億円 5′353億円
※職員宿舎     (H21)

↓
5′722億円

(H22)

員2、職員3)

同左



削減数 削減幅

▲26人 +α

呻 えばffIIIIII憂'コ彙薦亜轟轟褻曇IIΣI

十午饗鍵藁痺環凛卜と■

言I]:僣7:叩iti阜:i:靱構
移管時

434億 円(H21)

↓           ‐
319億 円 (H22).

↓▲7.6億円(※)
+α   ▲2.4 %

2 6 7億円     ( 4 7 . 6億

(H2」)   .円 )

※障害者雇用納付
金 分を含 めると    ‐

|▲ 13.6億円

41.4億円(H21)

↓‐: ‐       _
41.2億円(H22)

↓ ▲1.73億円 .   =

39.5億円(H23) ▲ 4'4

籍薗鯉嵯辞惜島;3
曇観里[ふ鷲F   ‐
更 に 24年 度 に

2.07億円     :

2■2億円(H21)    .

↓

▲ 3814%

(▲167億

円)

同左

A4.60/o

(▲1,9億

円)

Aア.60/o

(▲245億

円(3′227

→2,982))

同左

※ 運営費交付金のほが、利子補給金、J退職手当共済給
付費補助金:社会福祉振興助成費補助金、財政投融資
資金をベースとした数値

削減額

▲4.3億 円

(うち国庫納
付見込額10

億円)

※ 東 京 本 部
の幕張本部
への集約化

※センター跡

地 、旧セン
タニの処分

検討結果に

基づき算出

予算額_

667億円
(白21)

↓ 「

576億円

(H22)

7′045億円
(H21)

↓
6′409億円

(H22)

3■1億円

| (12■ )

↓

40.3億円

(H22)

33.1億円
.

(H2■)

↓
29.4億円

(H22)

うち国からの

財政支出

17,6億円(H22)

↓‐▲1億円
16.6億円(H23)

削減幅 (法人あて)

政権
交代後
(H21→H23)

在界8.縫,

同 左

今回の

仕分け

高齢口障害者雇用支
援機構

〔 ね、冤ぬt 〕
国家/A●務員 1  役 員:3/8人中(H21)→ 1/7(H22)→新法人発足時に公募

OBへ の対応 1 職 員:7ノフ22人中(自21)→3/716(H22)→ 新法人発足までに解消

|ギ景Jttξ』J5ラ(11~・
―
「
‐11乃

た5レうR肇彗¬肇摯おFIう
~~‐~~―

l‐
‐
 禽 l・:8 市

議
~「~1~~:「‐

「1~「「11~‐「i:::;:li]::塩i:23):…‐ キ][「』1雪i二助福祉医療機構

[⑬み―〕
臨 l職員ふ話人事lλ鶴3旧ζ醤撃署結,肖二24凛農わ

国立重度知的障害

者総合施設のぞみ
の園

役員:5人

職員:2 5 6人

役員:5人

職員:118人

▲35人

_`職員全12人1__`_二_21■だ聖怒鰐貴煮X曇艶D_■
(職員▲3人    23→ 20(管理部門)  )

来T晟15輌首ガ「「
…
「
………

巧喬罰頓蔀晴瀬隣再
'~'~「1‐ ▲ 5.7%  ▲ 21.フ%

(▲1億  (■ 4.6億

円)   円 )

※ このほか、退職手当相当額(5億円)がある6

32ユ億円(H21)
↓     、
23.4億円(H22)

↓ ▲1.5億円
26,9億円(H23)

A4.00/o  A15.10/o
A5,30/o   A16.20/o

(Al.14   (A4.84
(▲1.5億 (▲ 52億

億円) 億 円)
円) :  円 )※ キャリアマトリックスω.36億円)に

‐  つ いては機構の事業としては廃止
し、厚労省に運営を移管するため。

90/o(H22)・)9%(※ )

役員:2/5人中(H21)→2/S(H22)→次期改選時(25年3月)に公募

職員:0/265人中(H21)→0/256(H22)
国家公務員
OBへ の対応

_(濯遺虜註Jヽ
1ノ
-ゝ11「‐1「.                 L「1~…

~】「
‐
        20%(H22)→ 18%(H23)

役員:2/6人中(H21)→1(公募)/5(H22)→次期改選時(23年12月)に公募

職員:5/121人中(H21)→4(※)/118(H22)※転籍して研究者となつた者
国家公務員
OBへ の対応



削減額

▲113億円
※職業能力開

発 総 合 大

学校 (相模
原)

▲73億 円

※所有地の2
割

更 に借 料
▲5億円

予算額

島フ42億円
(H21)

↓

5′418億円

(H22)

うち国からの

財政支出

10フ4億円(H21)

↓
855億円(H22)

↓▲270億円
585億円(※)
※機構の廃上、高齢・障害
者雇用支援機構への業務
移管時(職業能力開発業務
に係るもの)|

※都道府県への職業能力
開発促進センター等の移管
が行われればさらに国から
の財政支出が削減される .

396億円(H21)

↓
310億円(H22)

↓ ▲10.3億円
300億円(H23～)

削減幅 (法人あて)

政権

交代後
(H21→H23)

A45.50/o

(▲488億

円)

A3.30/o

(▲1 0 . 3

億 円 )

1純減幅
‐|

2界3(縫:今回の

仕分け

雇用・能力開発機構

〔鵡轟〕
仄爾襦:「TT' 議菖1繁諸簿1棚)‰

湘
”
　

　

人

‐
国立病院機構

〔息轡i曇全夫〕
… 覆員:4/1'人中(H21)→ 1ノ17(H22)→ 次期改選時(24年3月)に公募

6Bへ の対応 1    職 員:0/50′043人中(H21)→0/51,058(H22)

医薬品医療機器総

役員:6人

職員:599人

▲493人 ‐

(事務職員▲311人

(訓練職員▲182人

▲66人

(職員▲61人

(職員▲5人

非公務員化

1′584→1′273(事務職))
2′004→1′822(訓練職))

3′588(H22)→3′095(※)
※機構の廃止、高齢・障害者雇用支援機

構への業務移管時(職業能力開発業
務に係るもの      |

※都道府県への職業能力開発促進セン

タ=等 の移管が行われればさらに職員
が削減される         |

※ 離職者民間委託訓練の都道府県移管分(43億)
※ 雇用関係助成金の労働局移管分(136億)
※ 勤労者財産形成促進業務の勤労者退職金共済機構移
管分(5億)

A24.20/o

(▲96億

円)

I    A28:50/o

(▲30 5
二 |  億 円)

同左

150→89(産業保健推進センター))

581→576(管 理部門))

｀ 管理部門比率

4.070/●(H22)→ 4.060/o(H23 ■́)

(参考)

管理部門比率 4:46%(H22)

(参考)

管理部門比率8.80/o(H22)

▲2.5億円  3′150億円
※看護師宿舎    (H21)

↓
3′145億円

(H22)

▲ 57億 円

相当|
※病院跡地を

現物により
国庫納付

R 6 5 8億円

(H21)

↓
8′676億円

(H22)

178億円(H21)
↓
137億円(H22)

↓ |▲48億円
89億円(■23)

▲ 50: 0 %

(▲89億

円).

A35.0

%

(▲ 48

億円)

▲1人 (職員)

▲lo人 (嘱託職員)
・課長級以上め全職員の
うち:プロパー職員め害1
合を4年以内1150%以
上とする

同左

※ このほか、国期間分の退職給付費債務(319億円)がある。   ,

309億円   11.6億 円(H21)
(H21)↓ ※0.7(▲1.3(運営費交付金)+2.0(安全対策体制強化経費等の増))

↓1     12.3億 円(H22)

18「 lH"上
事 罹 : 錐

称

:Ⅲ

胤 ).||

来 このほか、重症スモン患者に対する介護費用(1億円)がある。                |
また、このほか、「元気な日本復活特別枠」で、「医薬品 医ヽ療機器薬事戦略相談推進事業」(4.6億円)の
要望を行つている。

役員:1/6人中(H21)→0/6(H22)

職 員 : 7 / 5 1 5 人中 ( H 2 1 ) →1 1 ( ※ ) / 5 9 9 ( H 2 2 ) X 公募で採用され専F ]知識を有する者

国家公務員
OBへ の対応



削減数 肖1,成中日 削減額

▲6.4 5億円
※職員宿舎

▲約 228. 6億

円相当

予算額

129.4億円
(H21)

↓
110お億円

(H22)

うち国からの

財政支出

122:1億円(H21)

↓
103.2億円(H22)

↓ハ1313億円
89:9億円‐|  :

(自23)

今回の

仕分け

(財政支出なし)

削減幅 (法人あて)

政権

交代後
(H21→H23)

の
け

回

分

今

仕

政権
交代後
(H21→H23)

医薬基盤研究所

〔‐‐鯖:象|‐1〕

年金積立金

管理運用独法

〔1錯:般:

手i‐留

▲4A 「・___1__ _ _ _ _ _ _―-1-11 1 _ = _ 1 _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _¨__    フZ:揮奮獣Fヨ

ギ旱1詮::|:ih颯謝li:|||‐翡‐
1  23%(H22)● 230/o(H23)

同 左

ξ誓鷺ぱ琴語1役
毀74人中

警雪譜黒筆:

▲0人               ヽ

:〔]::3:::::::::::::::::[::::景:::]::::::::::::
24%(H22)→ 200/o(H23)

⑬鍼見ITィ
4人
:権

)淵
そ

儡
■
は
５
Ｍ
諫
趙
踏

健康保険福祉 【▲0人】

理機構

盤麟魃

華
11,堰藪轟

平成25年度までに

実施する分を含む

能開機構、RFOの

廃lL時の実施分を
含む

【平成24年10月1日解散予定】
※H21年度→22年度▲5人

国家公務員1  件 旱:9/4人中(H21)→岬
δら入σ対司  職 員10/38本中(H21)→̈

▲942人 5‐ ■1花礁 円

▲87.8億円

用,能力開発機構などの結果を含めたもの。粋一鮮
代

―ヽ――ノ
欲
獣

饉
順

上段は今回の事業仕分け(省内事業仕分け「行政昴1新会議)による結果、下段は今回の事業仕分けの結果に政権交
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建設業労働災害
防止協会

陸上草物澤送事
業労働災害防止
協会 |

林業・木材製造
業労働災害防止
協会  |

港湾‐貨物運送事
業労働災害防止
協会 ‐■ | ‐|

鉱業労働災害防
止協会
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昭和39年

都道府県   9月

支部(47) (平 成元
年7月 )

1 ‐             |   |    ‐

昭和39年

都道府県  ‐ 9月

支部(47) (平 成元
年7月).

貫J言:信

建設業における労働災害防止に資するため、事業主、事業主
の団体や労働者に対し、安全衛生教育、技術的事項の指導・

援助、安全衛生情報の収集・提供等を実施

‐  | |      | |  ‐                 |

署澤琴聾都尋;葛馨計デ
林業,木材製造業における労働災害防止に資するため、事業
主、事業主の団体や労働者に対し、安全衛生教育、技術的事
項の指導・援助、安全衛生情報の収集・提供等を実施

鉱業における労働災害防止に資するため、事業主、事業主の

団体や労働者に対し、安全衛生教育、技術的事項の指導・援
助、安全衛生情報の収集・提供等を実施
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東京都

※ 平成22年度予算の単位は百万円
※ 役員総数、職員総数は平成22年4月1日の数



中央職業能
力開発協会

中央労働災
害防止協会

企業年金連
合会‐ ■ ‐

石炭鉱業年
金基金

全国社会保

燈客彗‐すす

全国健康保
険協会 ,

・指定業種(建設業t陸上貨物運送業、林業・木材製造業、
港湾貨物運送業、鉱業)以外の業種の事業主、事業主の団
体や労働者に対し、安全衛生教育、技術的事項の指導・援助、
安全衛生情報の収集・提供等を実施

暮      莉 〒亨

石炭鉱業事業所の事業主から掛金を徴収し、加入員である坑
内員及び坑外員並びに遺族に対し、1年金・二時金の給付

・健康保険及び船員保険の給付(医療給付、現金給付)、保
健事業(健診、保健指導)   .
:レセプト点検t医療費分析    :
。そめ他(ジエネリック医薬品の使用促進 等)
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平成22年度予算の単位は百万円 ′
役員総数、職員総数は平成22年4月 1日の数


